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事 務 連 絡 

令和５年４月 28 日  
 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

大 学 を 設 置 す る 各 地 方 公 共 団 体 担 当 課 

高等専門学校を設置する各都道府県・指定都市教育委員会担当課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

大学又は高等専門学校を設置する公立大学法人を 

設 立 す る 各 地 方 公 共 団 体 担 当 課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

 

文部科学省高等教育局高等教育企画課 

 

令和５年５月８日以降の大学等における新型コロナウイルス感染症対策について（周知） 

 

新型コロナウイルス感染症は、本年５月８日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）（以下「感染症法」という。）上の５類

感染症に移行することとなります。これまで３年余にわたり、学生の学修機会の確保と感

染対策の徹底の両立を図るための様々な工夫等を講じ、御対応いただいてきた各大学及び

高等専門学校（以下「大学等」という。）の関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで新型インフルエン

ザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 18 条に基づく基本的対処方針等に沿

って御対応いただいてきたところ、本年５月８日付けの新型コロナウイルス感染症の位置

付けの変更と合わせて、基本的対処方針や政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は廃

止されることとなります。 

このため、本年５月８日以降、日常における基本的な感染対策については、主体的な選

択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。政府として一律に求め

ることはせず、個人や事業者において自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、

政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うことと

なります。 

ついては、５類感染症への移行後においては、政府として一律に感染症対策を求めるこ

とはありませんが、大学等においては、教育研究活動の継続を前提とした上で、感染拡大

を防止する観点から、時々の感染状況に応じた対策を適切に講じていくことが重要となり

ます。本年５月８日以降の基本的な感染対策の考え方について、下記のとおりお知らせし

ますので、今後、各大学等におかれては、これらを参考に適切に御対応いただくようお願

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行する令和５年５月８日以降の大学等におけ

る基本的な感染対策の考え方についてお知らせします。各大学等におかれては、本事務連絡

の内容を参考に、適切に御対応いただくようお願いします。 

御中 
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いします。 

国公立大学法人におかれてはその設置する大学等に対して、独立行政法人国立高等専門

学校機構におかれてはその設置する高等専門学校に対して、大学又は高等専門学校を設置

する地方公共団体及び文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する大学等に対し

て、大学を設置する学校設置会社におかれてはその設置する大学に対して、本件について

周知されるようお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え

方について 

令和５年５月８日以降の基本的な感染対策について、政府として一律に求めること

はせず、個人や事業者において自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、

今後は、各大学等において、教育研究活動の継続を前提とした上で、感染拡大を防止

する観点から、時々の感染状況に応じた対策を適切に講じていくことが重要となりま

す。以下を参考にしていただきつつ、各大学等において適切に御対応いただくようお

願いします。 

 

・ 新型コロナウイルス感染症の５類感染症への位置付けの変更と合わせて、基本

的対処方針は廃止されることとなるため、本年５月８日以降の日常における基本

的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねる

ことが基本となること。また、政府として一律に求めることはせず、個人や事業

者において自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、政府は、感染症

法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなるこ

と。 

 

・ 学校における対応については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル」（以下「衛生管理マニュアル」という。）を必要に応

じて参考にすること。 

具体的には、平時においては、適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エ

チケット等、教育研究活動に支障を生じさせることなく両立が可能な対策につい

て継続して実施することが有効であり、感染状況が落ち着いている時は、衛生管

理マニュアルに記載の事項以外に特段の感染症対策を講じる必要はないと考えら

れること。また、これまでお示ししているとおり、教育研究活動の実施に当たっ

ては、マスクの着用を求めないことを基本とすること。 

感染拡大時においては、一時的に、身体的距離を確保すること等が考えられる
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こと。また、感染状況によっては、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に

基づく出席停止の措置や臨時休業など、学生の学修機会の確保等に留意しつつ、

機動的に対応を行うことが考えられること。なお、出席停止等の取扱いに関する

詳細については、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行につい

て（通知）」（令和５年４月 28 日付け５文科初第 345 号）を参照すること。 

 

２ 学修者本位の教育活動の実施と学生に寄り添った対応について 

各大学等におかれては、１を踏まえつつ、引き続き、学修者本位の教育活動を実施

していただくことが重要であることから、「令和５年４月１日以降の大学等における

マスク着用の考え方の見直しと学修者本位の授業の実施等について（周知）」（令和

５年３月 17 日付け文部科学省高等教育局高等教育企画課事務連絡）の（２）において

お示しした各点を御参照いただき、適切に御対応いただくようお願いします。 

 

（参考）関連通知等 

 ○「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」（2023.5.8

～） 

https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf 

 

 ○「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」（令和５

年４月 28 日付け５文科初第 345 号） 

https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_ope01-000004520_2.pdf 

 

 ○「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考

え方について（令和５年５月８日以降の取扱いに関する事前の情報提供）」（令和５

年３月 31 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/001081572.pdf 

 

○「令和５年４月１日以降の大学等におけるマスク着用の考え方の見直しと学修者本位

の授業の実施等について（周知）」（令和５年３月 17 日付け文部科学省高等教育局高

等教育企画課事務連絡） 

 https://www.mext.go.jp/content/20230317-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf 

 

 

 
＜本件連絡先＞ 

文部科学省高等教育局高等教育企画課 
連絡先：０３－５２５３－４１１１（内線：２４８２） 

https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_ope01-000004520_2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001081572.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230317-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf


 

 

 

５文科初第 345 号 

令和５年４月 28 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

各 国 公 立 大 学 法 人 の 長 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 理 事 長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の 

認 定 を 受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

 

 

                               文部科学省初等中等教育局長         

                            藤 原  章 夫 

 

 

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 

このたび、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令（令和５年文部科学省令第 22

号。以下「改正省令」という。）が令和５年４月 28 日に公布され、同年５月８日から施行

されることとなりました。 

改正の趣旨及び概要等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に御対応いた

だくようお願いします。 

 

各都道府県教育委員会教育長におかれては所管の学校（専修学校を含む。この段落にお

いて同じ。）及び域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して、各指定都市

教育委員会教育長におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区

域法（平成 14年法律第 189 号）第 12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におか

れては所轄の学校及び学校法人等並びに域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村

長に対して、各国公立大学法人の長におかれてはその設置する学校に対して、独立行政法

人国立高等専門学校機構理事長におかれてはその設置する高等専門学校に対して、大学又

は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長及び各文部科学大臣所轄学校法人理事長に

おかれてはその設置する学校に対して、各指定都市・中核市市長におかれては所管の認定

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が令和５年４月 28日に公布され、

同年５月８日から施行されることとなりましたので、その内容及び留意事項等につ

いてお知らせします。 
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こども園に対して、厚生労働省医政局長及び同省社会・援護局長におかれては所管の専修

学校に対して、本件について周知いただくよう併せてお願いします。 

 

 

記 

 

１．改正の趣旨 

令和５年４月 28 日に公布され、同年５月８日から施行される感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働

省令第 74号）によって、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号。以下「感染症法」という。）上の位

置付けが変更されることを踏まえ、学校保健安全法施行規則（昭和 33 年文部省令第 18

号。以下「施行規則」という。）に規定する学校において予防すべき感染症の種類等に

ついて所要の改正を行うこととすること 

 

２．改正の概要 

（１）新型コロナウイルス感染症の第二種の感染症への追加（第 18条第１項第２号関係） 

現在、新型コロナウイルス感染症については、感染症法第６条第７項に規定する「新

型インフルエンザ等感染症」として、施行規則第 18 条第２項の規定により、第一種の

感染症とみなすとしているところ、感染症法上の位置付けが変更され、「新型インフ

ルエンザ等感染症」に該当しなくなることから、学校において予防すべき感染症とし

ての位置付けを見直し、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性

が高い感染症である第二種の感染症に、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータ

コロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健

機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）で

あるものに限る。以下同じ。）を加えたこと 

  

（２）新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準の設定（第 19条第２号関係） 

現在、施行規則上、新型コロナウイルス感染症を第一種の感染症とみなしているこ

とから、出席停止の期間の基準について「治癒するまで」としているところ、第二種

の感染症に位置付けることに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間

の基準を「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」

とする規定を加えたこと 

   

（３）施行期日（附則関係） 

改正省令は、令和５年５月８日から施行することとしたこと 

 

３．学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項 

○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期

間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」

を基準とすること 



※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から５日を

経過するまでを基準とすること 

○ 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を

使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと 

○ 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症し

た日や症状が軽快した日の翌日から起算すること 

○ 出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの

着用を推奨すること。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって

差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと 

○ 施行規則第 19条第２号のただし書の規定により、同号で示す基準より出席停止の期

間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されな

いこと 

○ 令和５年５月８日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等

についても、同日以降は改正後の出席停止の期間の基準が適用されること 

 

【参考】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え

方等について（令和５年５月８日以降の取扱いに関する事前の情報提供）（令

和５年４月 14 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事

務連絡） 

○事務連絡 本文 

https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf 

○事務連絡 別紙 

https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf 

 

４．その他の留意事項 

（１）新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の証明書等の取得に対する配慮について 

これまでと同様、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等が、

出席停止の期間を経て、登校するに当たっては、学校に陰性証明を提出する必要はな

いこと。また、児童生徒等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開

始する際も、医療機関が発行する検査結果を証明する書類は必要ないこと 

 

（２）濃厚接触者の取扱いについて 

令和５年５月８日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従前

であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、今後は、行動制限及びその

協力要請は行われないこと等を踏まえ、 

・ 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒等 

・ 学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒等のうち、感染

対策を行わずに飲食を共にした者 

であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直

ちに出席停止の対象とする必要はないこと 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf


（３）感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒等の出欠の取扱いについて 

保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒について、同居家族に

高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合

理的な理由があると校長が判断する場合には、これまでと同様、「非常変災等児童生

徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席し

なくてもよいと認めた日」として、指導要録上、「出席停止・忌引等の日数」の欄に

記入し、欠席とはしないことも可能であること 

また、医療的ケアを必要とする児童生徒等及び基礎疾患等があることにより重症化

するリスクが高い児童生徒等について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべ

きでないと判断した場合についても、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰す

ことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」

として、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入し、欠席とはしないこと

も可能であること 

なお、幼稚園等については、指導要録に「出席停止・忌引等の日数」の欄がないこ

とから、これらの場合において、備考欄等に「非常変災等幼児又は保護者の責任に帰

すことができない事由で欠席した場合などで、園長（又は校長）が出席しなくてもよ

いと認めた日」として、幼稚園等に出席しなかった日数を記載することも可能である

こと 

 

（４）発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には登校しないことの周知・

呼び掛け 

発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重

要であり、無理をして登校しないよう、児童生徒等・保護者に対する周知・呼び掛け

を行うこと 

その際、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別するこ

とは困難であることから、軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限する必要

はないこと 

また、児童生徒等本人や保護者の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キット

による自己検査を求めることのないようにすること 
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初等中等教育局 健康教育・食育課 
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（機密性１）

九大環衛第３３７号

平成３０年２月１３日

各部局事務（部）長

事務局各課（室）長

監 査 室 長

法務・コンプライアンス課長  殿

総務部環境安全管理課長

木 原 泰 裕 公印省略

    インフルエンザ総合対策の推進について（依頼）

このことについて、文部科学省初等中等教育局より、別添のとおり通知がありました。

ついては、インフルエンザの流行シーズンにあたり、別添のポスターの掲示等により、学生及び教

職員へ感染予防への注意喚起を行っていただくようお願いいたします。

また、インフルエンザ様疾患については、流行状況を把握するため、教職員から「インフルエンザ

と思われる症状を発症した」と電話連絡があった場合には、下記のとおり対応いただきますようよろ

しくお願いいたします。

なお、平成２５年１月２９日付け九大職環安第２２７号「インフルエンザ総合対策の推進について」

は廃止します。

記

１．「インフルエンザに係る教職員連絡表」による報告

（１）医療機関を受診し、インフルエンザと診断された場合には、教職員の場合は有給による自宅

待機とする。医療機関を受診していない者に対しては受診を指示し、再度その旨報告させる。

（２）当該教職員に自宅待機期間（症状が出た日から解熱後４８時間を経過する日まで）を指示す

る。

   また、近年は抗インフル薬の効果で解熱が早くなったが、解熱後４８時間を経過していても

感染力が残っている可能性が高いため、自宅待機期間が経過し、出勤可能となった際も発症後

５日程度経過するまでは、感染拡大防止のための対策（人混みを避ける、窓口業務はしない、

マスクを着用する等）を十分行うよう指示する。

発症後 48 時間以内であっても、例外的に医師の許可があった場合は出勤を許可するが、上
記の感染拡大防止のための対策を十分行うよう指示する。

（３）出勤可能となった場合には、再度その旨報告させる。

（４）「インフルエンザに係る教職員連絡表」（別紙様式）に記録し、その日の分を翌日９時３０分

までに環境安全管理課衛生管理係（FAX：90-2076）あて報告する。

２．「インフルエンザ感染者の自宅待機指示表」の記録

各部局等において、自宅待機期間の把握のために記録する。

３．出勤簿、勤務時間等記録簿の表記

 平成２２年１１月１日付け総務部人事課総務係発事務連絡に基づいて処理する。

担当部課 総務部環境安全管理課衛生管理係 緒方、小林

Tel 90-2075,7058  Fax 90-2076 
E-mail syjanzen@jimu.kyushu-u.ac.jp 

1895002695
テキストボックス
廃止



インフルエンザに係る教職員連絡表 取扱注意

 □あり　□なし  □ あり　□ なし

　　　月　　日

 □あり　□なし　  □ あり　□ なし

　　　月　　日

 □あり　□なし　  □ あり　□ なし

　　　月　　日

 □あり　□なし　  □ あり　□ なし

　　　月　　日

 □あり　□なし　  □ あり　□ なし

　　　月　　日

 □あり　□なし　  □ あり　□ なし

　　　月　　日

 □あり　□なし　  □ あり　□ なし

　　　月　　日

所　　属
氏　　名

/

　　（出勤後も、感染力が残っている場合があるため、感染拡大防止のための対策（マスクを着用する等）を十分行うよう指示する）

　□あり　　□なし

住所（町名まで）

/
 □突然の発熱　□咳　□くしゃみ

電   話
連絡日

/

　　　　　月　　　　　日

/

/

自宅等の連絡先
（携帯電話番号）

医療機関名

　□あり　　□なし　　　　　月　　　　　日
/

 □突然の発熱　□咳　□くしゃみ

　　　　　月　　　　　日

 □突然の発熱　□咳　□くしゃみ

　２．家族・研究室などで、自分と同じ症状の者がいる、もしくはいたか？を確認する

同居家族等の
同じ症状の有無 インフルエンザ

の診断（有無）

　□あり　　□なし

　□あり　　□なし

　□あり　　□なし

　３．環境安全管理課衛生管理係は、学生、教職員の対応表を取り纏め、キャンパスライフ・健康支援センターへ報告する

　１．連絡表については、その日の分を翌日９時３０分までに報告すること

　１．所属，氏名，緊急連絡先（携帯番号）、本人・同居家族の症状、住所（町名まで）、医療機関受診等を聴取する
※教職員から「発熱症状がある」旨の連絡があった場合に次の手順により対応するとともに，記録すること

　２．教職員については、総務部環境安全管理課衛生管理係（ＦＡＸ：９０－２０７６）へ報告する

※インフルエンザに係る教職員連絡表の報告

　５．解熱した旨の報告があった際に、解熱してから４８時間経過した後の出勤予定日を指示する
　４．解熱（３７．０℃未満）後、再度連絡するよう指示を行う
　３．現在、咳・くしゃみをしているか否かの確認を行い、咳・くしゃみをしている場合はマスク着用の指示を行う

解熱後の連絡
及び４８時間経
過後の出勤予

定日

　　　　　月　　　　　日

 □突然の発熱　□咳　□くしゃみ

 □突然の発熱　□咳　□くしゃみ

　□あり　　□なし

　□あり　　□なし　　　　　月　　　　　日
/

インフルエンザ症状
及び発症日

　　　　　月　　　　　日

 □突然の発熱　□咳　□くしゃみ

　　　　　月　　　　　日

 □突然の発熱　□咳　□くしゃみ



番号 感染者の所属 職名 氏名 電話番号 自宅待機を命じた期間 指示日時
指示をした

担当者の所属名
担当者職名 担当者氏名 担当者連絡先

例 ○○部○○課○○係 一般職員 ○○　○○ ０９０－１２３４－５６７８ ○／２７(月）～○／２９(水） ○／２７　１０時３０分 ○○部○○課○○係 係長 ○○　○○ 内線９９－１２３４

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

インフルエンザ感染者の自宅待機指示表



事 務 連 絡

平成２２年１１月１日

各 部 局 等 人 事 担 当 係 長
殿

事務局等各課（室）総務担当係長

総務部人事課総務係長

インフルエンザ感染により自宅待機を命じられた者の出勤簿等の表記について

このことについて、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

なお、平成２１年９月２日付け事務連絡「インフルエンザ感染等により自宅待機を命じら

れた者の出勤簿等の表記について」は廃止します。

記

１ 出勤簿の表記

押印欄： 斜線

休暇・出張等欄： 待機

摘要欄： ○○ ○ ○○～○○ ○ ○○（自宅待機の期間を記入）. . . .

「インフルエンザ感染による自宅待機」

２ 勤務時間等記録簿の表記

休暇・出張等欄： 待機

摘要欄： 待機（○日～○日 「インフルエンザ感染による自宅待機」）

担当部課係 総務部人事課総務係 長戸

TEL:99-2119 E-mail:syjsomu@jimu.kyushu-u.ac.jp



事 務 連 絡

平成２１年９月２日

各 部 局 等 人 事 担 当 係 長
殿

事務局等各課（室）総務担当係長

総務部人事課総務係長

インフルエンザ感染により自宅待機を命じられた者の出勤簿等の表記について

このことについて、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

なお、平成２１年８月２４日付け事務連絡「新型インフルエンザ感染等により自宅待機を命じ

られた者の出勤簿等の表記について」は廃止します。

記

１ 出勤簿の表記

押印欄： 斜線

休暇・出張等欄： 待機

摘要欄： ○○ ○ ○○～○○ ○ ○○（自宅待機の期間を記入）. . . .

「疑新型インフルエンザ感染による自宅待機」

２ 勤務時間等記録簿の表記

休暇・出張等欄： 待機

摘要欄： 待機（○日～○日 「疑新型インフルエンザ感染による自宅待機」）

担当部課係 総務部人事課総務係 長戸

TEL:99-2119 E-mail:syjsomu@jimu.kyushu-u.ac.jp
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